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会議の顛末

本会議（１２月１３日）

議長（川上守）

ただいまの出席議員数は１０人であります。

定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

議案第８７号 平成３０年度若桜町一般会

計補正予算（第８号）を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第８７号 平成３０年度若桜町一般会

計補正予算（第８号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８７号は原案のとおり

可決されました。

日程第２

議案第８８号 平成３０年度若桜町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）を議

題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第８８号 平成３０年度若桜町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）を採

決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８８号は原案のとおり

可決されました。

日程第３

議案第８９号 平成３０年度若桜町介護保

険事業特別会計補正予算（第４号）を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第８９号 平成３０年度若桜町介護保

険事業特別会計補正予算（第４号）を採決し

ます。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８９号は原案のとおり

可決されました。



日程第４

議案第９０号 平成３０年度若桜町簡易水

道事業特別会計補正予算（第５号）を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９０号 平成３０年度若桜町簡易水

道事業特別会計補正予算（第５号）を採決し

ます。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９０号は原案のとおり

可決されました。

日程第５

議案第９１号 若桜町伝統的建造物群保存

地区保存条例の制定について、を議題としま

す。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９１号 若桜町伝統的建造物群保存

地区保存条例の制定について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９１号は原案のとおり

可決されました。

日程第６

議案第９２号 特別職の職員等で非常勤の

ものの給与に関する条例の一部改正について、

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９２号 特別職の職員等で非常勤の

ものの給与に関する条例の一部改正について、

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９２号は原案のとおり

可決されました。

日程第７

議案第９３号 若桜町特別職の職員の給与

及び旅費に関する条例の一部改正について、

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。



これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９３号 若桜町特別職の職員の給与

及び旅費に関する条例の一部改正について、

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９３号は原案のとおり

可決されました。

日程第８

議案第９４号 若桜町職員の給与に関する

条例の一部改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９４号 若桜町職員の給与に関する

条例の一部改正について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９４号は原案のとおり

可決されました。

日程第９

議案第９５号 若桜町税条例の一部改正に

ついて、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９５号 若桜町税条例の一部改正に

ついて、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９５号は原案のとおり

可決されました。

日程第１０

議案第９６号 若桜町使用料徴収条例の一

部改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９６号 若桜町使用料徴収条例の一

部改正について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９６号は原案のとおり



可決されました。

日程第１１

議案第９７号 若桜町立中学校等設置条例

の一部改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９７号 若桜町立中学校等設置条例

の一部改正について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９７号は原案のとおり

可決されました。

日程第１２

議案第９８号 若桜町索道事業の設置等に

関する条例の一部改正について、を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９８号 若桜町索道事業の設置等に

関する条例の一部改正について、を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９８号は原案のとおり

可決されました。

日程第１３

議案第９９号 若桜町営スキー場施設の設

置及び管理に関する条例の一部改正について、

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９９号 若桜町営スキー場施設の設

置及び管理に関する条例の一部改正について、

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９９号は原案のとおり

可決されました。

日程第１４

議案第１００号 鳥取県町村総合事務組合

の組織する地方公共団体の数の増加及び同組

合規約の変更について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。



これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第１００号 鳥取県町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の増加及び同組

合規約の変更について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１００号は原案のとお

り可決されました。

日程第１５

議案第１０１号 若桜町教育委員会の委員

の任命について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第１０１号 若桜町教育委員会の委員

の任命について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり同意することにご異

議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１０１号は原案のとお

り同意することに決定しました。

日程第１６

陳情第１２号「安倍内閣の退陣を求める世

界平和７人委員会のアピール」を支持する意

見書提出に関する陳情、陳情第１３号 野外ス

テージ設置に関する陳情書、陳情第１４号 豪

雨対策、砂防ダムに関する陳情書、陳情第１

５号 待機児童解消、保育士等の処遇改善、保

育の無償化のための必要な措置を求める意見

書の提出を求める陳情書、を一括して議題と

します。

審査結果について、委員長の報告を求めま

す。

総務産業常任委員会委員長、山本晴隆議員。

総務産業常任委員長（山本晴隆）

若桜町議会報告第２６号 総務産業常任委

員会審査報告。１付託案件の名称、陳情第１

２号「安倍内閣の退陣を求める世界平和７人

委員会のアピール」を支持する意見書提出に

関する陳情。２審査の経過、平成３０年１２

月１０日の本会議において当委員会に付託さ

れた上記案件を審査するため、１２月１２日

に委員会を開催し、慎重に審査を行ったので

結果を次のとおり報告します。

３審査の結果、当委員会に付託された陳情

第１２号は、不採択とすべきものと決定いた

しました。

議長（川上守）

教育民生常任委員会委員長、青木一憲議員。

教育民生常任委員長（青木一憲）

若桜町議会報告第２７号 教育民生常任委

員会審査報告。１付託案件の名称、陳情第１

３号 野外ステージ設置に関する陳情書。２審

査の経過、平成３０年１２月１０日の本会議

において当委員会に付託された上記案件を審

査するため、１２月１２日に委員会を開催し、

慎重に審査を行ったので主なる意見と結果を

次のとおり報告します。

３主なる意見、設置場所や規模については

関係者と協議をしながら進められたい。

４審査の結果、当委員会に付託された陳情



１３号は採択すべきものと決定しました。

若桜町議会報告第２８号 教育民生常任委

員会審査報告。１付託案件の名称、陳情第１

４号 豪雨対策、砂防ダムに関する陳情書。２

審査の経過は２７号と同じなので割愛させて

いただきます。

３主なる意見、今年７月豪雨で被害が出て

いる。今後被害を未然に防ぐためにも、砂防

ダムの新設や浚渫などが必要である。

４審査の結果、当委員会に付託された陳情

１４号は採択すべきものと決定しました。

若桜町議会報告第２９号 教育民生常任委

員会審査報告。１付託案件の名称、陳情第１

５号 待機児童解消、保育士等の処遇改善、保

育の無償化のための必要な措置を求める意見

書の提出を求める陳情書。２審査の経過、平

成３０年１２月１０日の本会議において当委

員会に付託された上記案件を審査するため、

１２月１２日に委員会を開催し、慎重に審査

を行ったので結果を次のとおり報告します。

３審査の結果、当委員会に付託された陳情

第１５号は採択すべきものと決定しました。

議長（川上守）

ただいま委員長から報告がありましたが、

これについて、質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論は区分して行います。

陳情第１２号「安倍内閣の退陣を求める世

界平和７人委員会のアピール」を支持する意

見書提出に関する陳情書について、討論はあ

りませんか。

議員（中尾理明）

８番中尾。原案賛成。陳情に対する賛成討

論。

議長（川上守）

原案賛成の方の発言を求めます。８番、中

尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は、陳情第１２号 「安倍内閣の退陣を求

める世界平和７人委員会のアピール」を支持

する意見書提出に関する陳情に、賛成の立場

で討論を行います。

私は陳情者、芳沢あきこさんが「世界平和

７人委員会のアピール」の支持を求めるとし

ていますが、陳情文を見る限り、実際は彼女

自身が安倍内閣に対する厳しい批判意見と明

確な意思表示をされたものであり、それに対

する若桜町議会議員と議員一人一人の考えを

問うものであると理解いたしました。

したがって、私は私なりに安倍内閣につい

ての批判意見を以下のとおり述べることによ

って役目を果たしたいと思います。

さて、一昨年来、国会における安倍首相の

言動は常軌を逸し、暴走を続けています。中

でも忘れてはならないことは森友・加計問題

です。一国の公文書が改ざんされたにもかか

わらず陳謝、反省の言葉だけで問題の究明に

真剣に向き合わず、だんまりを続けています。

このたびの臨時国会で、我が党の辰巳孝太

郎議員が、森友学園小学校建設予定地の国有

地を８億円値引きする根拠の試掘報告書が写

真を使いまわすなど、でたらめだらけであっ

た新事実を突きつけた際、首相は答弁に立ち

ませんでした。説明できないような資料は、

首相はその資格はないのではないでしょうか。

そして、今回の臨時国会でも安倍内閣の、

国会の役割を軽んじ、踏みにじるやり方は目

に余るものがあり、その最たるものが出入国

管理法改定案の強行です。この法案の４月施

行を急ぐのは、総理のご意向だと法務省担当

者が与党に説明し、与党も法案の衆院通過自

体、首相の外遊日程に合わせたと言明してい

ました。



国会の行政監視機能、法案審査機能を放棄

させるこのようなやり方は言語道断です。以

上、述べてきましたように、私は国会と国民

そっちのけの政治、嘘とごまかしで政治を歪

める安倍政権に、国政をこのまま託すことは

できません。

私は陳情者の陳情趣旨に賛成に「安倍内閣

の退陣を求める世界平和７人委員会のアピー

ル」を支持する意見書提出に関する陳情の採

択を望み、討論を終わります。

議長（川上守）

ほかに、討論はありませんか。

議員（前住孝行）

９番、前住。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を求めます。９番、前

住孝行議員。

議員（前住孝行）

私は、原案反対の立場で討論させていただ

きます。この陳情趣旨内容に対して、確かに

賛同する部分もあったりはするんですけど、

総裁選挙のほうで結果が出ております。

意見書提出するほどでもないというふうに

考えまして、討論させていただきました。以

上です。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。

（討論なし）

これをもって討論を終結します。

陳情第１２号を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件に対する委員長の報告は不採択です。

陳情第１２号は、委員長報告のとおり不採

択とすることに賛成の方はご起立をお願いい

たします。

（起立多数）

起立多数です。

したがって、陳情第１２号は委員長報告の

とおり不採択とすることに決定しました。

これより討論に入ります。

陳情第１３号 野外ステージ設置に関する

陳情書について、討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

陳情第１３号を採決します。

お諮りします。

本件に対する委員長の報告は採択です。

陳情第１３号は、委員長報告のとおり決す

ることにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、陳情第１３号は委員長報告の

とおり採択とすることに決定しました。

これより討論に入ります。

陳情第１４号 豪雨対策、砂防ダムに関する

陳情書について、討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

陳情１４号を採決します。

お諮りします。

本件に対する委員長の報告は採択です。

陳情第１４号は、委員長報告のとおり決す

ることにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、陳情第１４号は委員長報告の

とおり採択とすることに決定しました。

これより討論に入ります。

陳情第１５号 待機児童解消、保育士等の処

遇改善、保育の無償化のための必要な措置を

求める意見書の提出を求める陳情書について、

討論はありませんか。

（討論なし）



討論なしと認めます。

討論を終結します。

陳情第１５号を採決します。

お諮りします。

本件に対する委員長の報告は採択です。

陳情第１５号は、委員長報告のとおり決す

ることにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、陳情第１５号は委員長報告の

とおり採択とすることに決定しました。

日程第１７

議員提出議案第１２号 若桜町議会の議員

の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について、を議題とします。

趣旨説明を求めます。９番、前住孝行議員。

議員（前住孝行）

議員提出議案第１２号 若桜町議会の議員

の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について、であります。

この条例についてでありますけれども、人

事院勧告を受け、国家公務員の特別職の給与

改定に準じて、別紙のとおり若桜町町議会の

議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正することについて、地方自治法第１

１２条及び若桜町議会会議規則第１４条の規

定により、提出するものであります。

平成３０年１２月１３日提出。提出者、若

桜町議会議員前住孝行。賛成者、若桜町議会

議員川上守であります。

概要を説明させていただきます。次の表の

改正前の欄中の下線に引かれた部分を、当該

改正部分に対応する同表の改正後の欄中の下

線に引かれた部分に、改めるものであります。

細かな数字は申し上げませんが、期末手当

の支給月額を０.０５月引き上げ現行３.３月

を３.３５月にするものであります。ご審議の

ほどよろしくお願いします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

議員（中尾理明）

８番、中尾。反対討論。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を許します。８番、中

尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は、議員提出議案第１２号 若桜町議会の

議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例に反対であります。

このたびの期末手当の改定は、現行の月数

を０.０５か月引き上げる提案です。これは一

昨年０.３か月、昨年０.０５か月引き上げに

続く連続の引き上げ案であります。

私はこのような引き上げを行うことに反対

です。即ち、議員報酬の期末手当の引き上げ

による年間の議員報酬総額の引き上げという

形になり、賛成できません。

そもそも議員報酬は、非常勤の特別職であ

るため給料ではなく報酬です。議員報酬は労

働の対価としての給料ではないので、単純に

金額の多寡は論じられないと考えます。今回

の提案は８月に出された今年度の人事院勧告

に基づき、それに沿った改定案の提案です。

人事院勧告の基礎資料についての私の見解は、

１１月２６日に開催の、第９回臨時議会補正

予算反対討論の際、私の評価を申し上げまし

たので割愛します。

前段で述べたように、議員報酬については

金額の多寡は一概には言えません。国内の経



済状況は一部大企業が史上最大の利益を上げ

ていますが、利益に対する社会的再配分が伴

っていないことが大きな批判の声となってい

ます。

また、その一方で安倍政権のもとでパート

を含む労働者全体の実質賃金は１８万円減少

し、依然働く人の生活は大変な状態が続いて

います。来年１０月からは消費税が 10％に増

税され、そのしわよせが町民の暮らしを直撃

し、生活困難を招くことは明らかです。

私たち議員は、今なお消費を控え必死に暮

らしている町民の気持ちに寄り添わなければ

なりません。そうした立場から私は期末手当

の引き上げ、結果的に何人かの議員報酬総額

の引き上げにつながる今回の提案に反対する

ものです。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。

議員（山本安雄）

はい。反対です。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を許します。５番、山

本安雄議員。

議員（山本安雄）

原案反対の討論をいたします。議会基本条

例に基づいて毎年それぞれの議員が検証をし

ております。少しずつ皆さんのペースは上が

ってきておるということではございますが、

このたび議会改革、議会改革調査特別委員会

を設置いたしました。

この中におきましては、この基本条例につ

いても議論されるものと思っております。こ

の条例の中には報酬についても記載がござい

ます。あわせてここも議論されるものと思っ

ております。人事院勧告全てに従うというこ

とが果たしてどうなのかというところも議論

対象としていただきたいと思います。よって

本定例会中での改正には反対をいたします。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。

（討論なし）

これをもって討論を終結します。

議員提出議案第１２号 若桜町議会の議員

の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について、を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方はご起立お願いします。

（起立多数）

起立多数です。

したがって、議員提出議案第１２号は原案

のとおり可決されました。

日程第１８

議員提出議案第１３号 若桜町議会傍聴規

則の一部改正について、を議題とします。

趣旨説明を求めます。４番、山根政彦議員。

議員（山根政彦）

議員提出議案第１３号 若桜町議会傍聴規

則の一部改正について、上記の議案を別紙の

とおり地方自治法第１１２条及び若桜町議会

会議規則第１４条の規定により提出する。

平成３０年１２月１３日提出。提出者、若

桜町議会議員、山根政彦。賛成者、若桜町議

会議員、前住孝行。

提出の理由ですが、会議を傍聴する場合の

手続きにおいて、個人情報保護の観点から現

行の傍聴人受付簿でなく、傍聴人受付票に改

めるため、若桜町議会傍聴規則の一部を改正

するものでございます。

概要は、第４条中、現行の傍聴人受付簿を

傍聴人受付票に改め、記入する内容は住所及

び氏名とし年齢は削除するものです。なお、

運用として傍聴人が傍聴人受付票を受付箱に

投函し、議会事務局において傍聴人の個人情



報を管理し、傍聴人受付票は若桜町文書編さ

ん保存規定に基づき１０年間保存するもので

す。

また、第５条第３項中傍聴券の交付を受け

た者は傍聴券に記入する内容は住所及び氏名

とし、年齢は削除するものでございます。施

行日は交付の日とするものでございます。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議員提出議案第１３号 若桜町議会傍聴規

則の一部改正について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議員提出議案第１３号は原案

のとおり可決されました。

暫時休憩をします。

   午後 ３時３４分  休 憩

   午後 ３時４５分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

日程第１９

議員提出議案第１４号 若桜町議会事務局

設置規則の一部改正について、を議題としま

す。

趣旨説明を求めます。４番、山根政彦議員。

議員（山根政彦）

議員提出議案第１４号 若桜町議会事務局

設置規則の一部改正について、上記の議案を

別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び若

桜町議会会議規則第１４条の規定により提出

する。

平成３０年１２月１３日提出。提出者、若

桜町議会議員山根政彦。賛成者、若桜町議会

議員前住孝行。

提出理由でございますが、若桜町議会事務

局に置くことのできる書記の職等を現状に合

わせるため、若桜町議会事務局設置規則の一

部を改正するものでございます。

概要は、第２条第２項中、一般職の非常勤

職員及び臨時的任用職員を加えるものでござ

います。また、改正前の同条中第２項の嘱託

員については、地方自治法第１００条の２第

１項に規定する特別職の非常勤職員にあたり、

地方自治法の改正により若桜町特別職非常勤

職員の報酬を定める条例に定めることが必要

となり、現状では想定されていないため削除

するものでございます。

施行日は交付の日とするものでございます。

以上です。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議員提出議案第１４号 若桜町議会事務局

設置規則の一部改正について、を採決します。



お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議員提出議案第１４号は原案

のとおり可決されました。

日程第２０

議員提出議案第１５号 待機児童解消、保育

士等の処遇改善、保育の無償化のための必要

な措置を求める意見書を議題とします。

趣旨説明を求めます。３番、青木一憲議員。

議員（青木一憲）

議員提出議案第１５号 待機児童解消、保育

士等の処遇改善、保育の無償化のための必要

な措置を求める意見書。上記の意見書を別紙

のとおり提出する。

平成３０年１２月１３日提出。提出者、若

桜町議会議員青木一憲。賛成者、若桜町議会

議員山根政彦、同じく中尾理明、同じく梶原

明、同じく川上守。

待機児童解消、保育士等の処遇改善、保育

の無償化のための必要な措置を求める意見書。

２０１５年の子ども・子育て支援新制度実

施以降においても、待機児童の増加、慢性的

な保育士不足など保育問題は深刻化しており、

保育・子育て環境の整備は待ったなしの課題

となっている。

全ての子どもたちが安心して育つことので

きる社会を実現するため、国においては予算

を大幅に増額し、安心できる保育が実現され

るよう、以下について要望する。

１、待機児童を解消し、地域の子ども・子

育て支援を拡充するために、国として認可保

育所の整備計画を立て、保育所等整備交付金

の増額など支援の拡充、必要な財源措置を行

うこと。

２、保育士等職員の配置基準の改善、賃金

の引き上げなど処遇改善のために、公定価格

の改善など必要な措置を行うこと。

３、保育の無償化の実施に当たっては、地

方自治体の負担増にならないよう、国として

必要な財源措置を行うこと。以上、地方自治

法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成３０年１２月１３日、鳥取県若桜町議

会。内閣総理大臣様、財務大臣様、厚生労働

大臣様、文部科学大臣様、内閣府特命大臣様、

衆議院議長様、参議院議長様。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議員提出議案第１５号 待機児童解消、保育

士等の処遇改善、保育の無償化のための必要

な措置を求める意見書を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議員提出議案第１５号は原案

のとおり可決されました。

日程第２１

議員提出議案第１６号 総務産業常任委員

会の閉会中の調査研究について、を議題とし

ます。

趣旨説明を求めます。７番、山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

議員提出議案第１６号 総務産業常任委員

会の閉会中の調査研究について。当委員会は、



閉会中において下記事件の調査研究を行いた

いので本議会の議決を求める。

平成３０年１２月１３日、提出者、若桜町

議会議員山本晴隆。賛成者、若桜町議会議員

前住孝行、同じく小林誠、同じく山本安雄、

同じく君野弘明。

調査の内容、防災にかかわる地域コミュニ

ティについての取り組み、ほか。

調査地、兵庫県丹波市。調査期間、次期定

例会まで。経費、予算の範囲内。以上です。

議長（川上守）

質疑、討論を省略して採決に入りたいと思

います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議員提出議案第１６号は原案

のとおり可決されました。

日程第２２

議員提出議案第１７号 若桜町議会基本条

例の一部改正について、を議題とします。

趣旨説明を求めます。６番、小林誠議員。

議員（小林誠）

議員提出議案第１７号 若桜町議会基本条

例の一部改正について、ということでござい

ます。

別紙のとおり、若桜町議会基本条例の一部

を改正することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１１２条及び若桜町

議会会議規則第１４条の規定により提出をす

るものでございます。

平成３０年１２月１３日提出でございます。

提出者、若桜町議会議員小林誠。賛成者、若

桜町議会議員、山本晴隆。

提出理由でございます。多様化する町の情

報を把握し、施策を一つにする者の同士が集

まることにより個々の議員力を高め、町民の

負託に応えるために、会派制度を導入するも

のでございます。

概要といたしましては、ちょっとここに基

本条例ありませんけれども、３条と４条の間

に「会派を結成することができる」条文を挿

入するものでございます。

それと、それによりまして、とりあえず４

条以下が１つずつずれて４条が５条になり、

５条が６条になるということで、ご理解をい

ただきたいと思います。施行日といたしまし

ては公布の日からということでございます。

ご審議のほどよろしくお願いします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

議員（前住孝行）

９番、前住。

議長（川上守）

９番、前住孝行議員の質疑を許します。

議員（前住孝行）

まず、提案理由はわかりましたが、デメリ

ットも考えられていると思います。デメリッ

トについては、どのようなことがあると考え

られておりますか。

議長（川上守）

答弁を求めます。６番、小林誠議員。

議員（小林誠）

デメリットを考えるために、私はこの提案

をしたわけではない。あくまでも趣旨説明の

中の思いを出しておりますし、そうすること



で、議員力やまた町民の信頼に応えられるよ

うな議会がつくれるかなということがまず第

一だと思っております。

少し時間をいただけるんであれば、私の思

いを少し喋らせていただきたいと思います。

私もこの場に立ってはや５年が経ちます。そ

うした中で、若桜町の議会議員は何をすべき

なのか、そういうことを毎日・毎晩自分の中

に考えない日はありませんでした。

本当でこの町を良くするために我々は何を

したらいいのか、それが私の大きな悩みでご

ざいました。そして、それを果たすためには、

自分１人の思いではなかなか町は動かない、

そんな思いも感じながらこの４年間を過ごし

てまいりました。

そして新しい体制になりました。先般の一

般質問の中にも石破先生や舞立先生のお力が

この町に必要だという議員の一般質問も２人

もございました。私もそのとおりだと思って

おります。

以前、私はこの職員の時代に、この場にお

ったときにその日の議員さんは「町長、町の

金はおめえが取ってくるんだがな」平気でこ

の議員席から町長に向かって言われた議員は

何人もおられました。

本当で、そんなことでこの町が将来救える

んだろうか、そういう思いを強くして自分１

人の力ではどうしようもない、じゃあ、そん

な思いが持てる議員が１つになって、町長と

一体となってこの町を何とか将来２０年、３

０年の町を描きながら進めないだろうか、そ

んな思いでこうして議員活動をしている中で、

若い議員の方々が一緒にやって何とかという

思いを感じましたので、あえてこの会にこう

いった条例の一部改正を提出したものでござ

います。どうかご理解をいただきたいと思い

ます。

議長（川上守）

ほかに質疑はありませんか。

議員（前住孝行）

はい。

議長（川上守）

９番、前住孝行議員。

議員（前住孝行）

３回までは許されると思いますんで、あと

２問あります。提案理由の中に、町民の負託

に応えるためとあります。しかしながら、第

４条町民の参加及び町民との連携の前にこの

会派導入の項目を持ってこられた理由があり

ましたらお願いします。

議長（川上守）

６番、小林誠議員。

議員（小林誠）

それこそ鶏が先なのか、卵が先なのか、じ

ゃあ、我々議員は何をするのか、そのことだ

と思っております。ただ、この数年見ており

ましても、大切な議案についても議論にして

も忖度が反映される議会なんだなあと、そう

いうことを本当に感じております。

そうしたことは、やはり日頃から町民の皆

さんともいろいろ意見交換をしております。

そうした中で、せめて私の責任として、こう

いうことをやっていきたいという説明もして

おります。ただ、私の範囲はわずかでござい

ます。これからもし会派がつくれるんであれ

ば、仲間の議員と広く活動をして、そうした

ことの周知徹底も図っていきたいというふう

に考えております。

議長（川上守）

ほかに質疑はありませんか。

議員（前住孝行）

はい。



議長（川上守）

９番、前住孝行議員。

議員（前住孝行）

最後に、議員力を高めるためということも

ありました。議員の権利でもあります一般質

問というのがあるんですけど、それが少ない

状況であります。その権利を十分行使しての、

この提案なら私自身もわかるんですけど、こ

の会派をつくることで、その一般質問の回数、

件数っていうのはふえるんでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。６番、小林誠議員。

議員（小林誠）

私は議長ではありません。会派をつくる提

案者でございます。それは月並みの表現もす

るのは当たり前の話なんで、ただ、先ほども

言いましたけど、一般質問が議員の責任なの

か、それをしたら議員の義務が務まるのか、

私はその辺に大変疑問を感じてこの議会活動

をしております。

町長に対して、あれもこれもせいや。そこ

には大きな金がいる。じゃあ、その金を質問

をした議員がせめて段取りでもする気がある

んならいざ知らず、町の財政やいろいろなこ

とを考えると、町長も多分大変な苦しい答弁

をしておられると、私だったらはっきり駄目

ですよ、こんなことは、言うけども、矢部町

長も優しい面があるんで、かなり表現に苦労

をしておられるのかなという気はしておりま

す。

だから、この会派ができたら一般質問はふ

えるわけはありません。ただ、質を考えます。

仲間とともに、じゃあ今の若桜の中で、どう

いうふうな質問をしたら、それこそ執行部に

対してでも、実現できるのか、いろんなこと

はやっぱり会派の中でいろいろ議論をして、

そして、必要な問題はある程度、指名でもし

てやっていただくというような形は取ってい

きたいと、あれもこれもすることが、私は議

員の活動ではないと思っております。以上で

す

議長（川上守）

ほかに質疑はありませんか。

議員（中尾理明）

８番、中尾。

議長（川上守）

８番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

改正案の第４条に会派を結成できると書い

てあります。しつこいようですけども、提出

者の意図は結成が目的ではないかと伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。６番、小林誠議員。

議員（小林誠）

会派を結成することができるという、それ

こそ一部改正でございます。

会派をつくるためには、まだ、これからい

ろいろなハードルがございます。当然これの

内規、例えば１人でも会派ができるのか、５

人でないとできんのか、そういう内規もつく

っていかなければならないと思っていますし。

それと、これに伴って、当然、政務活動費

というものが将来は必要になってくる。これ

はあくまでも条例化しないといけんと思って

いますので、じゃあ、なら、どういうふうな

考え方でということは、またこれは皆で話を

すればよい。

ただ、本当でこれから若桜町議員として対

外的にも、また先ほど言いましたけど、先生

方ともいろいろな動きをつくるためには強い



者も必要だと感じての考えでございます。

議員（川上守）

ほかに質疑はありませんか、

議員（山本安雄）

はい。

議長（川上守）

５番、山本安雄議員。

議員（山本安雄）

先ほど、議員提出議案の第１２号の所でも

討論いたしましたが、議会基本条例について

は、このたび設置しました議会改革調査特別

委員会でその内容についても議論したような

ことがあります。

この中にも、このたびの条例の一部改正に

ついての、会派部分についても議論が含まれ

るものと私は思っております。今、提案者の

小林議員のお話を聞きますと、その特別委員

会の中で議論がされるであろうというところ

なのに、なぜ、この時期なのか、今までの話

の中では、この時期でなければならないとい

うようなことは伺えなかったわけですが、な

ぜこの時期なのか、お伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。小林誠議員。

議員（小林誠）

なぜこの時期なのか、ということでござい

ますけども、私はこの２期出たときからそう

いう思いと、それから９月には議長にも何と

かこういうことがという話はもう既にしてお

ります。

なぜこの時期なのか、町は動いているんで

す。そして町に今、何をしないといけんかと

いうことすら理解できていない議員さんがお

られることが大変に寂しく思っております。

議長（川上守）

ほかに質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

反対の方、はい、原案反対の方の発言を許

します。８番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は、議員提出議案第１７号に反対です。

私は本会議提出に至る経緯に触ふれさせてい

ただきます。私が一番、この件提出に対して

残念なことは、本定例会初日の全員協議会で

会派の申出があり、協議の結果、議会運営委

員会のメンバー２名とその他の議員２名が小

委員会メンバーに選任され、昨日、第１回の

小委員会が開催され、会派のメリット、デメ

リットをメンバー全員で意見交換し、次回の

日程も決めていました。

しかし、にもかかわらず、本日午前の全員

協議会に突然、いきなり議会基本条例の一部

改正についての会派の条文挿入の提案がなさ

れました。

全員協議会の申し合せのとおり小委員会が

開かれ、次回の協議を進めようとしている矢

先に、このような提案がなされたことは本当

に残念でなりません。

議会初日、議会改革調査特別委員会が議決

されましたが、全く頭越しに本会に提案がな

され、２重に腹立たしい思いを禁じえません。

まさに議会改革を後退させる行為と言わなけ

ればなりません。

次に、会派について述べさせていただきま

す。さて、本議会で町並み整備調査特別委員

会をつくり、全議員が立場の違いを相互に認

めつつ、オール若桜町議会の精神で一致団結

して、キラリと光る町づくりに取り組もうと



しているとき、会派をつくることによって、

議員間の絆が亀裂を生じかねないと思うのは

私だけでしょうか。

党派結成は議会での自由な意見交換、方位

づくりに足かせとなりかねません。下手をす

ると、熟議することは時間がかかるだけだか

ら、党派だけで意見集約が行われ、片づけら

れるような空虚な議論に終始する可能性さえ

あります。

また、結論が予測できるような議論は虚し

い議論になりかねません。最後に私は強調し

ます。全国的に、単独な町で会派が制度化さ

れているのは、ごくわずかだと聞いておりま

す。

この間、議会事務局長ほか何人かで会派制

を取っている香美町の調査に出られ、その資

料を見せていただきました。香美町は３町合

併による新しい町で議員１６名です。広域の

地域で会派をつくることもうなずけますが、

若桜町のような比較的小さな町で、議員数１

０名という、わずかな議員数の町に、私は会

派は不要だと考えます。

ついでに述べさせていただきますが、香美

町の内規には、会派代表者会議の条文があり、

会派の意見調整、連絡及び協議を行うため、

代表者会議が設置されています。

若桜町はじめ、どこの議会でも議会運営委

員会があり、オブザーバーが認められていま

す。議会運営委員会と会派代表者会議の多少

の違いがあるにせよ、議会運営上、屋上屋を

重ねるようなことになりかねません。以上本

議案に反対を表明し、討論を終わります。

議長（川上守）

原案賛成の方の発言を許します。４番、山

根政彦議員。

議員（山根政彦）

賛成の立場で討論を行います。このたびの

若桜町議会基本条例の一部改正は、議員の活

動をするための新しい手法であり、全ての議

員にその権利を与えるものであるというふう

に思います。よって本議案に賛成をいたしま

す。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を許します。９番、前

住孝行議員。

議員（前住孝行）

私は、この議案に対して反対の立場で討論

いたします。まず、提案理由の、議員力を高

め町民の負託に応えるためにという点に関し

ましては、私自身も議員力を高めたいという

ふうに考えておりますので、その辺あたりは

本当に賛同するものであります。

しかしながら、各政党の枠というのもあっ

て、そこでも充分この提出理由の目的はクリ

アできるんじゃないかなというふうに思いま

す。かえって、今それぞれの政党で活動をさ

れていることが不充分であるとみずから言っ

ているようなことになるのではないでしょう

か。

また、会派で協議をされることが良いふう

に聞こえますけど、意識を同じにした者同士

が集るということは、反対意見が考えられな

いということになります。先ほどもデメリッ

トを尋ねたんですけど、そんなことは考えて

ないということで言われましたが、そうなる

と議論にはなりません。

それで、そういったデメリットを考えた上

で町政を行っていかないと、今ある課題を後

回しにして、また、新に課題を増やすことに

なりかねません。次世代のことをしっかりと

考えて、子や孫が若桜町に誇りの持てるよう、

そういった若桜町になることを願いまして本

議案に対して反対します。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。



原案賛成の方の発言を許します。１番梶原

明議員。

議員（梶原明）

１番、梶原でございます。私も会派制度賛

成としての討論をさせていただきます。会派

制度、既につくるような話の討論になってい

るように思いますけれども、会派制度自体は

個々の議員に許された権利であると思います。

そして、今後の若桜町をさらに良くするため

にも、個々の議員資質を高めるためにも必要

であると考え賛成とさせていただきます。以

上です。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。

議員（山本安雄）

はい。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を許します。５番、山

本安雄議員。

議員（山本安雄）

先ほども基本条例のことを発言させてもら

ったところでございます。先ほど梶原議員の

方から、議員一人ひとりに権利であるという

ことでございまして、まさにそのとおりでは

あろうかと思います。

しかし、提出理由のところであります議員

力を高め、町民の負託に応えるというところ

につきましては、既にある基本条例の中にも

いろいろと条項がございます。活動であれ、

それと討論会もできるというようなことにな

っております。そういうことの議会改革をこ

れからまさに、議論していこうという中で、

今ここで、ここで会派導入という条項を盛り

込むことについては反対をいたします。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。

議員（山本晴隆）

議長、賛成。

議長（川上守）

原案賛成の方の発言を許します。７番、山

本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

私は、賛成の立場で発言します。会派をつ

くることは、町政を改革するためには大変必

要だと考えます。個人の知恵や能力には限界

があり、個々の意見を集めて１つの目標に向

かって努力することが大変重要だと考えます。

よって会派を結成できる条例文を入れること

に賛成であります。以上です。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。

（討論なし）

これをもって討論を終結します。

議員提出議案第１７号 若桜町議会基本条

例の一部改正について、を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方はご起立お願いいたします。

（起立多数）

起立多数です。

したがって、議員提出議案第１７号は原案

のとおり可決されました。

日程第２３

「閉会中の継続調査」について、を議題と

します。

総務産業常任委員会、教育民生常任委員会

及び議会運営委員会並びに各特別委員会から

会議規則第７５条の規定により、お手元に配

布しました申出書のとおり、閉会中の継続調

査の申し出があります。



お諮りします。

各委員会申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、各委員会から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。

これで、本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

平成３０年第１０回若桜町議会定例会を閉

会いたします。

   午後 ４時２０分  閉 会


